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指摘事項

指摘内容 改善状況

乳幼児の利用開始時健康診
断について

　入所時に乳幼児の健康診断に代わるものとして
母子手帳の写しを提出させているが、診断日が利
用開始日の属する月の６か月前の初日よりも前の
乳幼児がいる。入所時の健康診断は、利用開始日
の属する月の６か月前の初日から利用開始日の１
か月後の日までに実施する必要があるため、提出
された母子手帳に記載された診断日が当該期間内
であるかを確認するとともに、当該期間外である
場合には、速やかに健康診断を行うこと。

改善済

乳幼児の定期健康診断につ
いて

　乳幼児の健康診断に代わるものとして母子手帳
の写しを提出させているが、母子手帳の確認のみ
で概ね６か月ごとに健康診断が実施できていない
児童がいる。概ね６か月ごとに健康診断を実施す
ること。施設で直接実施できない場合は、保護者
から健康診断書の写しを提出させること。

改善済

感染症罹患後の再登園につ
いて

　再登園にあたり、医師の証明を取得するように
指示しているが、本市においては、姫路市医師会
小児科医会との申し合わせにより治癒証明は求め
ず、「医師から登園可能であることを保護者が確
認している」旨の記録又は保護者が記入する書面
（登園届）により対応することとしているため、
改めること。あわせて、「ご利用のしおり」の記
載内容を修正すること。　

改善済

安全計画について 　安全計画は策定されていたが、職員及び保護者
への周知が行われていなかった。職員に対し、安
全計画について周知するとともに、安全計画に定
める研修及び訓練を定期的に実施すること。ま
た、利用する児童の保護者等に対し、児童の安全
に関する連携を図るため、施設での安全計画に基
づく取り組みの内容等を、入園時等の機会におい
て説明を行うなどにより周知すること。

改善済

指摘内容 改善状況

救命処置の訓練について 　職員に対する救命処置の訓練が実施されていな
い。事故発生時に適切な救命処置が可能となるよ
う訓練を実施し、評価・改善できるよう記録を残
すこと。

改善済

事故報告について 　令和５年３月３１日に発生した治療期間に３０
日以上要した事故に関して、立入調査日時点で市
への報告がなされていない。
　死亡事故又は治療に要する期間が３０日以上の
負傷や疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合
は、所定の様式により、第１報は原則として事故
発生当日に、第２報は原則１か月以内程度に、市
幼保連携政策課監査・指導担当（監査指導課内）
へ報告すること。

改善済

●　指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項
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生活管理指導表について 　アレルギー疾患（食物アレルギーを含む）のあ
る児童については、保護者記入の児童調査票のみ
を確認し、対応していた。アレルギー疾患のある
児童には、医師の診断及び指示（生活管理指導表
等）に基づき、適切な対応をすること。

改善済

安全確保について 　園児が往来する場所にある低位置のコンセント
について、不使用時はカバーをするなど感電防止
策を講ずること。

改善済
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